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家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
家
庭
用
品
）

（
家
庭
用
品
）

第
一
条

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九

第
一
条

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
九

十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
（
一
）
の
内
閣
府
令
で
定

十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
号
（
一
）
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
繊
維
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

め
る
繊
維
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

プ
ロ
ミ
ッ
ク
ス
繊
維

一

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系
合
成
繊
維

二

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
系
合
成
繊
維

二

ビ
ニ
ロ
ン
繊
維

三

ビ
ニ
ロ
ン
繊
維

三

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
リ
デ
ン
系
合
成
繊
維

四

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
リ
デ
ン
系
合
成
繊
維

四

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
系
合
成
繊
維

五

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
系
合
成
繊
維

五

ポ
リ
ア
ク
リ
ル
ニ
ト
リ
ル
系
合
成
繊
維

六

ポ
リ
ア
ク
リ
ル
ニ
ト
リ
ル
系
合
成
繊
維

六

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
系
合
成
繊
維

七

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
系
合
成
繊
維

八

ポ
リ
ク
ラ
ー
ル
繊
維

２

令
別
表
第
一
号
（
三
）
１
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
衣
服
は
、
次
に
掲
げ

２

令
別
表
第
一
号
（
三
）
１
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
衣
服
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

帯

一

帯

二

足
袋

二

足
袋

三

帽
子
（
令
別
表
第
一
号
（
一
）
に
定
め
る
糸
を
表
生
地
の
全
部
又
は

（
新
設
）

一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
に
限
る
。
）

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

８

令
別
表
第
四
号
（
八
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
素
材
を
使
用
し
て
製
造

８

令
別
表
第
四
号
（
八
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
素
材
を
使
用
し
て
製
造

し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一

合
成
ゴ
ム
を
製
品
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用

一

強
化
ガ
ラ
ス
製
の
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具

、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具
（
合
成
ゴ
ム
を
パ
ッ
キ
ン
又
は
滑
り
止
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め
の
み
に
使
用
し
て
製
造
し
た
も
の
を
除
く
。
）

二

ほ
う
け
い
酸
ガ
ラ
ス
製
又
は
ガ
ラ
ス
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
製
の
食
事
用
、

二

強
化
ガ
ラ
ス
を
製
品
の
全
部
又
は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事

食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具

用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具

三

漆
又
は
カ
シ
ュ
ー
樹
脂
塗
料
を
塗
っ
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所

三

ほ
う
け
い
酸
ガ
ラ
ス
又
は
ガ
ラ
ス
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
を
製
品
の
全
部
又

用
の
器
具
（
木
製
の
も
の
及
び
合
成
樹
脂
製
の
も
の
に
限
る
。
）

は
一
部
に
使
用
し
て
製
造
し
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台
所
用
の
器
具

四

合
成
ゴ
ム
製
の
ま
な
板

四

漆
又
は
カ
シ
ュ
ー
樹
脂
塗
料
等
を
塗
っ
た
食
事
用
、
食
卓
用
又
は
台

所
用
の
器
具
（
木
製
の
も
の
及
び
合
成
樹
脂
製
の
も
の
に
限
る
。
）

９

令
別
表
第
四
号
（
九
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
魔
法
瓶
は
、
次
に
掲
げ

９

令
別
表
第
四
号
（
九
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
魔
法
瓶
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

中
瓶
に
ガ
ラ
ス
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ
っ
て
、

一

中
瓶
に
ガ
ラ
ス
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ
っ
て
、

卓
上
用
の
も
の

卓
上
用
の
も
の

二

内
瓶
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ

二

内
瓶
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ

っ
て
、
主
と
し
て
飲
用
水
に
用
い
屋
外
に
携
帯
す
る
も
の

っ
て
、
主
と
し
て
飲
用
水
に
用
い
屋
外
に
携
帯
す
る
も
の

（
新
設
）

三

内
瓶
に
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
真
空
二
重
瓶
を
使
用
し
た
魔
法
瓶
で
あ

っ
て
、
卓
上
用
の
も
の

～

（
略
）

10

11

～

（
略
）

令
別
表
第
四
号
（
十
七
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
マ
ッ
ト
レ
ス
は
、
次

10

11

12

令
別
表
第
四
号
（
十
七
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
マ
ッ
ト
レ
ス
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

12
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

ス
プ
リ
ン
グ
マ
ッ
ト
レ
ス

一

ス
プ
リ
ン
グ
マ
ッ
ト
レ
ス

二

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ
ス
（
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
部
分
の

二

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
マ
ッ
ト
レ
ス
（
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
部
分
の

最
大
の
厚
さ
が
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

最
大
の
厚
さ
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

13

（
略
）

13


